
令和元年度第１回北海道後期高齢者医療広域連合運営協議会 議事概要 

 

１ 開催日時・場所 

  令和元年１１月８日（金） １７：５７～２０：０６ 

  札幌市中央区南２条西１４丁目 国保会館 ４階 理事会室 

 

２ 次第 

（１）開会 

（２）事務局長挨拶 

（３）委員紹介 

（４）議題 

①  平成３０年度事業実績及び各会計決算について 

  【資料１】平成３０年度北海道の後期高齢者医療 

②   「北海道後期高齢者医療広域連合第３次広域計画」の改正について 

  【資料２】「北海道後期高齢者医療広域連合第３次広域計画」の改正について 

【資料２－１】北海道後期高齢者医療広域連合第３次広域計画（改正素案）対照表 

【資料２－２】北海道後期高齢者医療広域連合第３次広域計画（改正素案） 

③   広報媒体（ポスター、新聞折込広告）及び住民説明会の資料について 

【資料３】広報媒体（ポスター、新聞折込広告）及び住民説明会の資料について 

     平成３０年後期高齢者医療制度住民説明会 

④  その他 

（５）閉会 

 

３ 出席者 

  別紙１ 出席者名簿のとおり 

 

４ 議事要旨 

  別紙２ 議事要旨のとおり 



別紙１

【委員】

区分 役職名 出欠

教授

参事

政務部長 欠席

事務局長

副理事長

常務理事

常務理事・事務局長

常務理事・事務局長

常任理事

常務理事

理事

常務理事

理事長

業務部長 欠席

事務長

【事務局】
氏名

事務局長 金谷　学

事務局次長（総務担当） 浦崎　真

事務局次長（業務担当） 金指　真弓

総務班長 花田　直樹

総務班調整担当班長 安藤　雅基

猪股　博志

北海道社会福祉協議会 中川　淳二

北海道薬剤師会 山野　勝美

北海道国民健康保険団体連合会 小松　敏之

北海道病院協会 和泉　裕一

北海道老人クラブ連合会 坂井　信

北海道シルバー人材センター連合会 井上　祐次

令和元年度第１回北海道後期高齢者医療広域連合運営協議会出席者名簿

令和1年11月8日

団体名等 氏　名
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体の役職員

名寄市立大学保健福祉学部 佐藤　みゆき

北海道市長会 篠崎　敏則

北海道町村会 熊谷　裕志

保険医又は保険薬剤
師等の団体の役職員

北海道医師会 伊藤　利通

北海道歯科医師会 中川　英俊

資格管理班長

保険者又はその組織
する団体の役職員

健康保険組合連合会北海道連合会 道端　和則

北海道医師国民健康保険組合 長瀬　清

全国健康保険協会北海道支部 小野寺　秀樹

地方職員共済組合北海道支部 小野寺　誠司

氏名

杉浦　進

髙堰　良子

髙田　安春
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資格管理班収納対策担当班長

医療給付班長

医療給付班保健企画担当班長

企画班長
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令和元年度 第１回運営協議会 議事要旨 

 

日時：令和元年１１月８日（金曜日）１７時５７分～２０時０６分 

場所：国保会館４階 理事会室 

（○：事務局 ■：委員） 

 

 

■佐藤会長 

 それでは、早速議事に入りたいと思います。 

 本日の議事は、４件です。それぞれの議題について事務局から御説明をいただき、その

後、質疑等に移ります。 

 まず、初めに議題１「平成30年度事業実績及び各会計決算について」を事務局から御説

明をお願いいたします。 

 

（事務局より議題１「平成30年度事業実績及び各会計決算について」を説明） 

 

■飯田委員 

 17ページの（２）レセプト点検についてです。全国的に点検の仕方は基本的に同じと思

いますが、北海道の割合・件数は、全国と比較すると多いか少ないかを教えてください。 

 次、18ページの（６）長寿・健康増進事業の表の一番上にある健康診査事業の追加につ

いてです。追加をやっている市町村が21あって、そこに補助金を支出しています。これは、

どの市町村かは別として、どういう項目を追加していて、何らかの効果を期待して追加検

査をするわけですが、その中身を教えてください。 

 それから、表の区分にある保養施設の利用助成についてです。これも61市町村の63件だ

から、一市町村で重複するところもあるかとは思いますが、どういうことに対しての利用

助成をされているのか、分かれば教えてください。 

 次に、19ページの（７）重複・頻回受診者対策事業についてです。これは、私から見る

と、とにかく病院にたくさん行かれる方やいろんなところに行かれる方をきちんとチェッ

クして慎んでもらうというのか適正受診をしていただくという項目だと思いますが、実際

に50人訪問されて、その効果はどういう形であったのか教えてください。 

 関連して、資料２－２の12ページにある事務分担の表には、今回削除するようになって

います。ということは、類推するには、余り効果がないからか、重要性は変わらないが件

数的にある程度少ないということで削除したのか教えてください。 

 

○事務局（医療給付班長） 

 レセプト点検の全国数値との比較についてです。レセプト点検業務自体は、医療費の適

別紙２ 
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正化を図るために実施しており、財政の健全化を図るために一括して行っているものであ

ります。全国との比較の資料はありませんが、各広域連合のレセプト点検、二次点検の結

果等の情報を広域間で共有しているものがありますので、改めまして機会を設けて御説明

させていただきたいと思います。 

 

○事務局（保健企画担当班長） 

 まず、長寿・健康増進事業における追加項目についてです。通常の健康診査では、身体

計測や血圧、血中脂質など特定健診で行っている検査項目と同じ項目を実施しています。

同じように、追加項目についても特定健診と同じ追加項目であります血清のクレアチニン

や心電図検査などのように医師が必要と認めた場合でないと長寿・健康増進事業としては

対象にならないということになっています。 

 次に、保養施設の利用助成についてです。多くは温泉や入浴施設の利用助成を市町村が

行っており、それに対する経費を補助しています。 

 次に、重複・頻回受診者等への訪問指導の実施についてです。効果については、算出し

ているところです。出し方としては、重複・頻回の対象者になった方50人につきまして、

訪問指導に入る前、何回病院に通われていたのか、訪問指導後に何回になったのかという

ことについて確認します。それに伴い、通わなくなったのであれば医療費が掛からないと

いうことにもなりますので、いくら下がったのかを計算することとしています。 

次に、広域計画の改正素案の事務分担についてです。重複・頻回受診者等への訪問指導

の実施が、今まで医療費の適正化の推進という方針内容に出ていたのが消えていることに

ついてです。同じように保健事業の充実という方針内容にある健康診査、歯科健康診査な

どについても一緒に消えていますが、改正後の高齢者保健事業の充実という方針内容に全

部まとめて掲載しています。 

 

■飯田委員 

 もう一度お聞きしたいのですが、18ページの健診の審査項目の追加項目の説明が分かり

づらいので聞きます。医者が追加健診の項目が必要だということで行ったことに対してと

考えると、なぜ21市町村なのかがよく分かりません。逆に言うと、どんな市町村でもその

ようなことは起こり得るはずだから、もっと多くの市町村が当然に申請をしてくるのでは

ないかと思います。むしろ私が思ったのは、ある市町村はもっと別な項目で健康の指標を

計りたいから、その市町村だけが特別に検査項目を増やせるという理解でよろしいですか。 

 

○事務局（保健企画担当班長） 

 そういうことではありません。もともと健診の追加項目として長寿・健康増進事業が認

めている心電図やクレアチニンなどを医師が必要と認めた場合に対象となります。しかし、

市町村によっては、そもそもやっている項目にある場合は、長寿・健康増進事業としては
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対象にならないので、市町村からすると申請のしようがありません。よって、その部分は

自己財源でやっていることになります。 

 

■市川委員 

 統計資料について、札幌市の場合は、被保険者全体に占める割合が30％に及んでいます。

そのような中、札幌市を一括りで統計上に載せられても、他の市町村との対比が非常にし

づらく、札幌市の実態がどうなっているのか見えないです。そこで、札幌市として計上を

することは当然でありますが、内数として10個ある区ごとの数値を載せていただければ全

体の流れが分かります。札幌市におきましても、この10区が大変特徴がありまして、相当

のばらつきがあると思います。 

 また、高齢者医療の窓口も各市町村は１か所ですが、札幌市の場合は、各区に置かれて

いるわけですから、当然この数値は事務局で押さえられていると思います。統計に載せる

やり方をちょっと研究していただき、内数として出していただきたいです。もちろん、こ

の場合、順位については札幌市として順位をつけていただければよく、区ごとにする必要

はないと思います。御検討いただければと思います。 

 もう一点は、健康診査の件についてです。現在、政府においても健康寿命の延伸を図り、

結果として医療費を抑制しようとする動きが相当強まっています。そのような中、現状を

見ますと、北海道は非常に低く14％です。全国平均から見て半数に満たない状況です。加

えて、医療費は１人平均、年間15万円高い数値ですから、改善すべきと考えられます。 

 

■佐藤会長 

 市川委員の１点目についてですが、札幌市の区ごとのデータは出すことは可能ですか。 

 

○事務局（企画班長） 

 どこまで区のものが出せるかというデータは、持ち合わせていないので即答はできませ

んが、持ち帰り数字等を確認し検討いたします。 

 

■佐藤会長 

 ぜひ御検討いただきたいと思います。 

 

■髙堰委員 

 健康診査については、全ての市町村に事業委託をされていますが、30年度は37市町村に

事業委託しています。これも全ての市町村に事業委託することはできませんか。また、財

源については国庫補助が３分の１、健康診査も同じく３分の１で、健康診査は、広域連合

が３分の２を負担しています。歯科健康診査も同じように３分の２を負担していますか。

市町村が自己負担することはありませんか。 
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○事務局（保健企画班長） 

歯科健診は、37市町村に委託しています。このことについては、市町村に対し受託を依

頼し、市町村では地元の歯科医師会や歯科医院などと調整をして、準備が整ったところか

ら委託を進めている状況です。よって、すぐに実施することはできませんが、より多くの

市町村で実施していただけるように説明をしています。 

 また、財源につきましては、歯科健診も体の医科の健診と同じで、３分の１が国補助、

残る３分の２は広域連合の財源で措置しています。 

 

■佐藤会長 

 歯科健康診査について、31年度は50の市町村が手を挙げていただいたという御報告があ

ったと思いますが、今の段階で数字は分かりますか。また、その後、どのようになってい

るか分かりますか。 

 

○事務局（保健企画担当班長） 

 年度途中から始めたところが、２市町村あり、50いくつだと思いますが、正確な数字は

今分かりません。 

 

■佐藤会長 

 またの機会に御報告をいただきたいと思います。 

 

■杉浦委員 杉浦でございます。 

 ジェネリック医薬品についてです。実際にジェネリック品が出ているにもかかわらず使

用をしていないなどの統計はありますか。 

 

○事務局（医療給付班長） 

ジェネリックの利用状況につきましては、その都度、どれぐらいの方が利用されている

か統計を取っています。実際には、例年、ジェネリックを使用される方が増加傾向にあり、

直近ですと８割に近い方がジェネリックの医薬品を使っている状況です。 

 

■杉浦委員 

 それは、一人ひとりが、薬を何種類か頂いている中、ジェネリック医薬品を処方されて

いるにも関わらず、それを服用したかしないかの統計というのは非常に難しくて、できな

いということですか。 

 

○事務局（医療給付班長） 
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 そのとおりです。現状では、今の調査方法が妥当と考えています。 

 

■髙田委員 

 平成31年３月末に被保険者数が82万2,994人います。このうち、延べ日数に関係なく病院

にかかった実人員数を教えてください。 

 もう一つ、先ほど2025年度以降に後期高齢者の人数が最大になるという説明がありまし

た。その最大になるのが何年ぐらいで、どのぐらいの人数になるのか何か予測を立ててい

れば教えてください。 

 次に、同じ病名で複数の病院を受診している重複受診について、同じ薬品をもらってい

る人のデータはありますか。例えば、Ａ病院でもＡという薬をもらって、Ｂ病院にかかっ

ても、またＡという薬をもらっている例はありますか。それは、何件ぐらいありますか。 

 

 

○事務局（総務担当次長） 

 人口の関係について、ある研究所の報告によりますと、平成27年の国勢調査を踏まえた

将来人口を市町村別に出しています。その数字によりますと、５年おきですが2025年に75歳

以上の人口は100万を超え、2030年には109万2,394人となっています。ここが一番ピークに

なっており、その後は５年ごとに少しずつ減少していきます。この75歳以上の方と74歳未

満の障害を持った方を加えた数が後期高齢者医療制度の被保険者になってくるという見込

みになります。 

 

○事務局（保健企画担当班長） 

 重複処方についてです。レセプトで人数を拾うことは、統計としてはないと思います。

保健事業の一つに重複して薬をもらっている人や多剤の人に対する訪問指導事業があり 

ます。その事業を実施するためには、データがないと訪問指導もできませんので、今その 

準備をしているところです。次回の運営協議会のときなどに、数字を出せれば用意したい 

と思います。 

 

 

○事務局（事務局長） 

 受診の実人数の関係については、基本的に今のところは統計的にはとれないと思います。

被保険者の数は、年齢到達になった方や死亡の方など医療を受けたか受けないかと関係な

く、実は被保険者の資格をつけています。レセプトは、月に１件、１医療機関ごとになっ

ていますので、一人で何枚ものレセプトになる方もいます。よって、その統計をクロスで

拾っていくことは現時点では恐らく難しいと思います。 

 しかし、国保のシステム化が進んでいますので、エリアごとには分かってくるようなこ
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とはあるかもしれませんが、全道規模で出すことは、まだしばらくかかると思われます。

昔は、レセプトも紙でしたが、15年ぐらい前に電子化になったぐらいかと思いますので、

統計的に実受診人数はしばらく出てこないと思います。 

 

■髙田委員 

 介護保険の関係について、札幌市は被保険者が50万人位いますが、そのうち認定を受け

ている人が11万人位、実際に病院へ受診しているのは６、７万人です。そうすると、50万

人いて６、７万人しか実際にかかっていませんが、健康保険ではどのくらいの人数になる

のか教えてください。 

 

○事務局（事務局長） 

 医療保険は保険証を持っていると医療にかかることができます。しかし、介護保険は、

介護保険証を持っているだけでは介護のサービスは受けられません。次に、要介護認定の

仕組みを経ないと給付に至りません。要介護の認定者は、要介護度が付与されていますの

で、要介護度ごとの人数を把握することができる仕組みになっています。よって、医療の

仕組みとは若干違っていると思われます。 

 

■道端委員 

 国保システムが進んだら、頻回度やクロス分析などができるかもしれないと受けとめま

したが、レセプト点検は、誰が何のシステムをどこで行っているのかお聞きします。 

 

○事務局（医療給付班長） 

 レセプトの二次点検につきましては、専門的な有識者が行うこととされていますことか

ら、毎年、入札により業者を選定しまして、委託により点検を行っております。 

  

■道端委員 

 資料にあるレセプト点検の状況は、二次点検の業者の点検も含めた過誤の数になります

か。 

 

○事務局（医療給付班長） 

 はい。そのとおりです。 

 

■道端委員 

 業者は、後発医薬品利用差額通知や多剤、頻回などのデータを全部出せるような業務も

担当していると思いますが、そちらのほうは使う予定はないということですか。 
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○事務局（医療給付班長） 

 後発医薬品利用差額通知につきましては、該当する条件を設定し、業者等が国保データ

システムから抽出して作業を行っています。 

 

■道端委員 

 レセプトから頻回や多剤の方を抽出する作業はしていないですか。 

 

○事務局（保健企画担当班長） 

 レセプト点検を委託している業者から、重複や多剤などの方をピックアップして事業を

実施していることではありません。国保データベースシステムにレセプトデータが取り込

まれていますが、その中から各市町村において抽出をかけて行っていますので、レセプト

点検をしている業者に委託しているわけではありません。 

 

■長瀬委員 

 ジェネリックについて、医療機関では、普通の薬の名前を書いて処方箋を出しますが、

薬局でジェネリックに変更してしまうことがあります。しかし、レセプトを見ても、ジェ

ノリックが出たということは分かりません。よって、最終的にどのくらい使われたかは、

見ないと分からないことになります。しっかりとした統計を出すことは、かなり難しいで

す。今は、コンピューターで全部集計するようになってきたので、かなり正しい数値が出

てくるかもしれませんが、本来的な薬を使った数やジェネリックを使った数、さらにトー

タルでどれくらい使われたかは難しいと思います。 

 

○事務局（医療給付班長） 

 実際に個別の事情を加味して統計等のデータをとるというのは難しい部分はあります

が、レセプトと実際のジェネリックの使用状況とでは、医師の方の処方と調剤薬局等での

処方が異なる場合は確かにあるかと思います。当広域連合でジェネリックの利用者の方を

抽出する際は、実際に調剤処方されました調剤データのレセプトデータをもとに統計等を

使っていますので、大枠でしか出せていない現状ではありますが、実際の利用者の方の実

人数が把握できているものと考えています。 

 

■佐藤会長  

次の議題に移りたいと思います。 

 それでは、議題２、「北海道後期高齢者医療広域連合第３次広域計画の改正について」

を事務局から御説明をお願いいたします。 

 

（事務局より議題２「北海道後期高齢者医療広域連合第３次広域計画の改正について」
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を説明） 

 

 

■佐藤会長 

 第３次広域計画の改正について、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施は、非常に

大きな法制度の改正であり、今、国が強力に推進しようとしているもので、その中核とな

る機関がこの広域連合です。また、大変長い道のりで大変なスケジュールですが、その第

一ステップとして、まず定められているように広域計画に規定して、それから財源を確保

することになります。 

 また、パブリックコメントが出て、それを踏まえて改正ということになります。 

 ちなみに、データヘルス計画は、当面変えなくてもよいということでした。 

 

■佐藤会長 

 御意見がないようですので、次の議題に移ります。 

議題３、「広報媒体（ポスター、新聞折込広告）及び住民説明会の資料について」を事

務局から御説明をお願いいたします。 

 

（事務局より議題３「広報媒体（ポスター、新聞折込広告）及び住民説明会の資料につ

いて」を説明） 

 

■佐藤会長 

 この説明会資料につきましては、今日ではなく、今月中に御意見等を頂きたいとのこと

です。 

 

■市川委員 

 新聞折込広告の件について、裏面の減額認定証と限度額適用認定証が変わりますという

部分は当然に分かりますが、関心の的は医療機関における１カ月かかった場合の医療限度

額です。しかし、この広告に掲載されているのは、飽くまでも減額認定証や限度額適用認

定証を持っている人たちことです。しかし、一般の方の限度額はいくらなのかなど、欄を

設けて記載すべきであり、その方法や内容をもう少し検討、工夫していただきたいと思い

ます。加えて、今、この一般と現役３が基本的な主軸です。多くの方が一般の方なので記

載内容をもう少し工夫していただきたいと思います。 

 もう一点は、保険証をカード化していただきたいです。札幌市の場合は、数年前からカ

ード化されました。非常に便利であり、診察券と同じ大きさで他のカードとも同じです。

携帯する場合も、非常に便利なので、できれば一つの検討課題として将来的に考えてほし

いです。健康保険証については、カード化を検討できればと思っています。 
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○事務局（資格管理班長） 

 まず、１点目の要望の件についてです。限度額適用認定証の制度が去年８月から始まっ

たことから、今年度からこのような裏面の形にしました。限られた紙面の中で、高齢者の

方が見られることから、なるべく字の大きさをキープしながら、必要な情報を入れなけれ

ばならないため、一般区分の方と現役３の方を除いたという経緯があります。しかしなが

ら、委員からの御意見のとおり、一般の方や現役３の方の区分を入れてほしいという御意

見は、被保険者の方からも何件か頂いておりますので、それも含めて来年度以降、検討を

していきたいと思います。 

 次に、２点目の被保険者証のカード化についてです。後期高齢者医療制度の場合、減額

認定証と限度額適用認定証を合わせてお持ちの方は、それなりの人数がいますが、この減

額認定証や限度額適用認定証については、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の中

で、カード化の大きさは認められていない状況にあります。このことについては、制度開

始当初から今日まで、このはがきサイズの被保険者証で進めているところです。 

 また、来年度３月から、マイナンバーによるオンラインの資格確認制度が開始になりま

す。そのことにより、被保険者証や限度額適用認定証がどのようになるかは、見えない状

況でもありますので、国の動向を踏まえながら、検討していかなければならないと考えて

います。 

 

■杉浦委員 

 ジェネリック医薬品希望カードを利用しジェネリック医薬品が処方された場合、医者や

病院の収入が減るというような影響はあるのでしょうか。 

 

■長瀬委員 

 全部というわけではないですが、今、病院にかかると処方箋を受け取ることとなります。

処方箋は、処方箋代が病院の収入となるので、薬そのものの値段は関係ありません。 

また、厚生労働省などは、ジェネリックを使った場合とそうでない場合とで全く同じと

言っていますが、同じではありません。形や色とかの違いはもちろんありますが、溶け方

の違いなどいろいろ違います。 

 

■髙堰委員 

 広報媒体についてです。保険証の一斉更新のときなどに、テレビやラジオなどで広報す

るという方法もあると思います。金額的なところは分かりませんが、見たり聞いたりする

ことにより記憶に残るのではないかと思います。 

 

○事務局（企画班長） 
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 広域連合が立ち上がった当初は、テレビコマーシャルなどを活用した経緯もありました

が、最近では、テレビやラジオというメディア媒体は使用していません。予算の関係も含

め今後、検討します。 

 

■佐藤会長 

 今はネット社会ですが、紙媒体以外の可能性も一度検討していただきたいと思います。 

 

■髙田委員 

 メディアを活用した広報もいいと思います。また、新聞に無料で掲載していただく方法

や市町村の広報を活用していただくなど検討してはどうかと思います。 

 

■佐藤会長 

 次に、最後の議題、「その他」を事務局から御説明をお願いいたします。 

 

（事務局より議題４「その他」について、会計年度任用職員の任用について、一般職の

任期付職員の採用について、今後のスケジュールについてを説明） 

 

■佐藤会長 

 全て議題について終了しましたが、時間が余りましたので、各委員から一言ずつ頂戴し

たいと思います。 

 

■坂井副会長 

 お手元に、老人クラブ道老連会報をお配りしました。 

 前回の委員会で、健康診査の広報をしたいとお話しました。これは、６月に発行した会

報です。８頁９頁に、カラーで北海道後期高齢者医療広域連合のホームページと北海道歯

科医師会のホームページを使わせていただき、健康診査を受けましょうということと、フ

レイル予防について掲載しています。今、このフレイル予防の中で食生活、運動、社会参

加に加えて健康診査を載せている市町村もあることが分かりました。私どもも機会がある

ごとに、このような話をしていきたいと思っています。 

 

■篠崎委員 

 まず、保険者証のカード化はできないとの話がありました。国保は、来年から順次カー

ド化になります。マイナンバーカードの普及率が、今まだ15％、16％しか広まっていませ

んが後期高齢者のほうもマイナンバーカードをカード化していくような形になっていくの

ではないかなと思います。利便性を考えるとカードがいいと思います。また、今、インタ

ーネットを使っている若い人たちも必ず後期高齢者になるので、順次、ペーパーレスの世
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界になっていくのだろうと感じました。 

 もう一点、北海道の健診率が全国の半分以下だと数字に驚きました。また、179市町村の

うち受診率が50％以上超えているところと、２％、３％という市町村もあります。これは、

自治体の意識の問題という部分もあると思います。健診率が上がることにより、保険料な

どが下がると思いますが、保険団体も自治体も健康で暮らせるための方策、受診率を上げ

るための方策を考える必要があると思いました。 

 

■小松委員 

広域連合の組織体制について、今年度、国保連合会から５名派遣しています。来年度に

おいては５名追加して派遣することになっています。広域連合の職員は各市町村からの派

遣で成り立っており、２年ないしは３年のスパンで入れ替わっています。各市町村の財政

状況も厳しい中、なかなか派遣をできる人がいなくなってきているという中で、国保連合

会といたしましても、同じ建物の中におりますので、ぜひとも広域連合に協力していこう

ということで、来年度は10名の派遣を考えています。 

 国保連合会ではレセプト審査を行っていますので、御希望があればできる限り希望に沿

った統計の内容にしていきたいと思っています。 

 

■和泉委員 

健康診査の重要性について、確かに重要ですが、実は、今の疾病の構造から言いますと、

ほとんどが生活習慣による病気です。このことについては、後期高齢者に限らず、若い年

代のうちからいろいろな対策を講じていかなければなりません。それによっていろいろ疾

病の構造も、医療費の状況も変わるのではないかと思います。決して、後期高齢者の受診

率だけが上がれば良いということではありません。 

 また、重複受診と投薬については、今の医療の現場ではやはり医療情報が共有されてい

ません。 

医療機関が変わるとカルテも変わります。電子カルテも会社が変われば、ネットワーク

をつなぐことも難しい場合もあります。ある地域では、ネットワークを、今どんどんつな

いでいますけれども、全てが双方向に見えるわけではないので、これはやはりそういうの

は現場の医師としては処方するときは、患者がどこでどのような処方を受けているかは、

紹介状を見るか、本人の申告でしか確認できません。よって、医療の情報は御本人が持つ

マイナンバーカードとつながらない限り、重複の投薬も受診もスルーされてしまいますの

で、今後、そのようにつながっていくのではないかと思います。 

 また、2025年に75歳以上がピークになると言われておりますが、25年前に既にピークを

超えているところがたくさんあり、北海道と十勝地方だけが2025年を超えて更に増えてい

く状況なので、各自治体と全部を同時には議論できないものも中には含まれていると感じ

ています。 



- 12 - 

 

■中川（淳）委員 

 健康寿命をいかにして延ばすかという取組やその意見交換が多々ありました。福祉分野

においても、やはり健康寿命を延長していくという観点は大変必要だと思いますので、来

年度に向けて特に高齢者福祉の各種施策事業の立案に十分生かしたいと考えています。 

 

■井上委員 

 リーフレットについて、保険証の色や識別が分かるようにカラーにしているというのは

理屈が通っていると思います。しかし、費用の面で単色にした方がずっと安くなるという

のであれば、一考の余地はありますが、色の識別ができて費用がそれほど変わらないので

あれば、従前のほうが望ましいのではないかなと思います。 

 また、新聞折込広告について、新聞をとっていない高齢者の方々にも、必ずその情報が

行き渡るように、例えば町内会を通じて各戸に届けていただくなどの方策も併せて行った

ら良いと思います。 

 

■伊藤委員 

 ジェネリックについてです。処方箋を出して薬局へ行く人がほとんどです。院内で薬を

出すことは、非常に少ないです。よって、それによって医者がもうける、もうけないとい

うことは全くありません。 

また、薬局の薬剤師が患者さんと相談してジェネリックに変えたことがありますが、変

えてみたら全然効果がない場合や急に気分が悪くなったり、かゆくなるなどの症状から先

発医薬品に戻した事例も少しあります。このことから、全て無条件にジェネリックへ変え

られるわけではないと思います。 

 次に、医療機関が受け取る診療報酬は２年ごとに改定されていますが、来年は、ジェネ

リックを処方した医者にも少し加算が付くというニュースにも出ていますので、普及率が

少し増えるかもしれません。 

 次に、血液検査や健診結果、人間ドックの結果などの電子化が更に進化していけば、も

う少し無駄が省けるようになると思います。 

 

■中川（英）委員 

 これからはフレイルやオーラルフレイルという言葉が、国民の間に浸透していくのでは

ないかと思います。フレイルの状態は健康な状態に戻れるため、健康診査が大事になって

きます。 

 歯科健康診査についてです。平成30年度は予算が２倍以上になったと思いますが、受診

者数は4,280人で受診率は1.07％でしたので、ぜひ歯科健康診査の受診率が上がることを望

んでいます。 
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■山野委員 

 ジェネリックの推進につきましては、医療の質を下げずに医療費を抑制できるという非

常に効率的に医療費を抑制できるという部分で、薬剤師会も以前から推進しています。 

現在のところ、全国平均でジェネリックの使用率は約80％になっていますが、これは飽

くまでも数量ベースの数値です。ジェネリックが発売になっている医薬品、ジェネリック

と先発医薬品が両方存在する医薬品の全体の80％が、ジェネリックの使用率という状況で

す。残りの20％は、何らかの理由で後発品を使用してみたが、最初飲んでいた先発医薬品

が良いということで戻す方もいます。基本的には、ジェネリックを飲むか先発医薬品を飲

むかという選択権は患者にあります。 

 また、この残りの20％に割合的に結構多いと思われる方に、自己負担が低い方や１割負

担の方、あるいは公費で余りお金がかからない方などは、ジェネリックに変更することで

200円安くなりますという説明をしても200円の差額なら今までどおりの薬が良いという方

もいます。しかし、３割負担の方は600円安くなりますので、若い方は特にジェネリックの

使用率が高いのではないかと思います。このようなことから、80％という数字は進んでき

ていますが、残りの20％は、それなりの理由があるため先発医薬品を使用されているとい

う状況です。 

 

■髙田委員 

 健康診断の関係についてです。後期高齢者の方は普段から通院している率が高いと思い

ます。その中で、ほとんどの健診項目に相当する検査は受けているため、健康診断はしな

くてもよい状況になっているのではないかと思います。 

 今、国の財政制度等審議会において、今まで医療費は薬剤の削減が中心でしたが、医療

費本体の削減も考えていると新聞に掲載されていました。とても関心深い記事でした。 

また、介護について、要介護１、２の通所介護を市町村が運営する総合事業へ移行して

いくのではないかと聞きました。社会保障の中が随分大きく変わろうとしているため、本

来必要な人にそのサービスが届かなくなるのではないかなと危惧しております。 

 また、ジェネリック医薬品について、個人的な経験からの話ですが、そういったことも

やっぱりきちんとしていかないとならないのかなと。安いから不便になってもよいという

ことではなく、改良と見直しを続けていかなければならないと思います。 

 

■髙堰委員 

 来年度から国保連合会からの派遣職員が５名増えるとのことですが、可能であれば年齢

階層ごとの医療費がいくらかかっているのか、生活習慣病の何が一番多く医療費がかかっ

ているのかなどのデータがあれば、そのデータを基に年齢や状態に応じた保健事業での指

導や仕方も変わってくるのではないかと思います。 
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■杉浦委員 

 ある新聞に2018年度の医療費が過去最高の42兆6,000億円という記事が掲載されていま

したが、配付された資料は2015年までの数字です。新聞記事と配付資料の数値がかけ離れ

ている部分がありますが、この協議会に配付された資料のデータは、コンサルタント会社

で作成したものなのか、事務局が作成したものなのか教えてください。 

 

○事務局（企画班長） 

 コンサルタント会社などではなく、配付した資料は広域計画を策定したときの最新デー

タを掲載しています。今回の広域計画の改正については、データ自体を改正するのではな

く、法改正に伴う文言などを修正する予定であり、データの更新は予定していません。 

また、データの出典元は多々記載していますが、事務局で積み上げているものやそのま

まの数字を使用しているものもあります。その他、国立社会保障・人口問題研究所の公表

数値などを使用しているものもあります。 

 

■市川委員 

 事務局の皆さんは、様々な資料を作成され大変御努力されていると思います。その御苦

労に対しまして心から感謝申し上げたいと思います。この広域連合の特殊性から派遣職員

で構成されている事務局は、仕事上や人間関係など大変なことが多々あろうかと思います

が、現場の隅々まで士気高く勤務できますよう、また、市町村と連携しながら今後も頑張

っていただきたいと思います。 

 

■飯田委員 

 広域連合の果たしている役割は非常に大事だということは、事業の説明や政策内容から

よく分かります。例えば、収納率や健診率の向上、あるいは第三者行為の求償行為など、

市町村独自で実施することは大変な事業だということがよく分かりました。 

これらのことからも、そういう意味では、事務局の人員構成やプロパー職員の育成問題、

あるいは若い人が意見を出しやすく問題意識を持って仕事ができる職場環境も非常に大事

だと思います。特に、若い方が高齢者の制度についていろいろ思うこともあると思います

ので、事務局内では様々な問題意識を持ちながら、大いに活発な議論、積極的な仕事をこ

れからも進めていただければと思います。 

 

■小野寺委員 

 住民説明会の資料が、非常に読みやすく、分かりやすい内容と思いました。 

 

■長瀬委員 



- 15 - 

 一番問題になっているのが、がん患者が非常に多いことです。今、がんも非常に高額な

薬品になりますが、薬でもがんが治る時代になってきました。北海道は健診率が非常に悪

く、また喫煙率がすごく高いです。皆さんも御存じのように、来年１月に道議会庁舎が新

たに完成しますが、庁舎における喫煙所の設置について大変問題になっています。絶対に

阻止しなければならないとの思いで抗議していますが、その理由は、がんは生活習慣病で

あり、その原因となるたばこが、最も悪いものだと思っています。そのようなことから、

医療費の削減に関係してきますが、できる限り健診を受け、がん患者を減らすように日々

活動をしていますので、ぜひ、応援をしてほしいと思います。 

 

■道端委員 

 2022年になると団塊の世代の方が後期高齢者となります。健保組合全体では、前期高齢

者も含め、自分たちで使う医療費よりも、高齢者へ支払う医療費の方が多くなります。 

 現在、社会保障費も当然に増えてきます。後期高齢者の負担を２割にするような論議が

最近出てきていますが、私どもとしては、医療費の増加に対して、この広域連合で実施す

る保健事業や様々な取組の中で、医療費の抑制を目指してほしいと思います。 

 健保組合では、一生懸命にドックやレセプト点検など頑張っていますが、後期高齢者の

医療費が伸びると、全部そちらに流れてしまう状態になりますので、ぜひ現役世代のため

にも頑張って、様々な取組を進めていただきたいと思います。 

 

■佐藤会長 

 今、国は全世代型の社会保障を目指して動いていますが、後期高齢者でしたら後期高齢

者の方だけを見るのではなく、全世代を対象にしてみんなが考えなければならない時代に

来ていると思います。 

 それでは、最後に事務局から御連絡があります。 

 

○事務局（総務担当次長） 

 次回の運営協議会の開催予定についてです。 

 次回の日程につきまして、当広域連合の議会日程や会場の都合上、来年２月３日、４日、

７日のうちの１日で調整をしたいと考えています。 

 最終的な出欠の確認は、開催の１か月ほど前に日時、内容等を含めた御案内で確認をさ

せていただきます。 

 

■佐藤会長 

 他に御発言されたい方がいなければ、これで令和元年度第１回北海道後期高齢者医療広

域連合運営協議会を閉会いたします。 
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